
JP 2010-75181 A 2010.4.8

10

(57)【要約】
【課題】より良好な性能を有し且つより実用的でありな
がら、従来の装置に関しては蛍光を検出するための装置
の提供すること。
【解決手段】蛍光体物質によってマーキングされた微生
物を含むように構成された担体（４１）の微生物分析の
ための装置は、少なくとも１つの上記光源（２２）の群
にそれぞれが取り付けられた２つの基部（２１）を備え
て上記担体（４１）を照射するように構成された照射手
段を備え、その群の光源（２２）が上記担体（４１）を
照射するためのアレイを形成するように互いに規則的に
間隔をあけて配置され、上記基部（２１）が上記装置の
フレームに固定されており、開口（９）の各側のうちの
１つが上記フレームに形成されており、上記基部（２１
）が、上記装置への上記担体（４１）の受け入れのため
の所定の位置の方向に互いに向かって傾けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光体物質によってマーキングされた微生物を含むように構成された担体（４１）の微
生物分析のための装置であって、蛍光により、前記マーキングされた微生物の存在を検出
するために前記担体（４１）を照射するように構成された照射手段（３）と、前記照射手
段（３）によって生み出された励起光に応じて前記担体（４１）によって発光された光を
見るための窓（７、１０７）とを備え、前記照射手段（３）が、少なくとも１つの前記光
源（２２）の群（２７）にそれぞれが取り付けられた２つの基部（２１）を備え、その群
（２７）の光源（２２）が前記担体（４１）を照射するためのアレイを形成するように互
いに規則的に間隔をあけて配置され、前記基部（２１）が前記装置のフレーム（２、１０
２）に固定されており、開口（９、１０９）の各側のうちの１つが、前記担体（４１）に
よって発光された光が前記観察窓（７、１０７）を通過するのを可能とするように前記フ
レーム（２、１０２）に形成されており、前記基部（２１）が、前記装置への前記担体（
４１）の受け入れのための所定の位置の方向に互いに向かって傾けられていることを特徴
する、装置。
【請求項２】
　前記光源（２２）が、それぞれ、所定の波長（λ１）を中心とする同じ光スペクトル（
５５）を有することを特徴する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記光源が発光ダイオード（２２）であることを特徴する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記基部（２１）のそれぞれが、前記担体（４１）の受け入れのための前記所定の位置
に対して４０°から５０°の角度（Ａ）だけ傾けられていることを特徴する、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　各アレイ（２７）の中心（２９）と前記装置への前記担体（４１）の受け入れのための
前記所定の位置との間の高さ（Ｈ）が、前記担体（４１）と相関的関係にあることを特徴
する、請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記アレイ（２７、２８）のそれぞれの中心（２９）が、前記担体（４１）の受け入れ
のための前記所定の位置から３９．７５ｍｍから６９．７５ｍｍの高さ（Ｈ）に位置付け
られていることを特徴する、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　各基部（２１）において、指定された第１の群（２７）である光源（２２）の前記群（
２７）と、指定された第２の群である光源（２３）の他の群（２８）とに加え、前記第２
の群の前記光源（２３）が、また、前記担体（４１）を照射するための第２のアレイを形
成するように互いに規則的に間隔をあけて配置されて取り付けられていることを特徴する
、請求項１から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　各基部（２１）について、前記第１及び第２のアレイ（２７、２８）の中心（２９）が
一致していることを特徴する、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１及び第２のアレイ（２７、２８）が、互いの範囲内で組み合わされていること
を特徴する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記照射手段（３）が、各基部（２１）について、前記光源（２２、２３）によって発
光された光のためのディフューザ（２４）を備えることを特徴する、請求項１から９のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　各ディフューザ（２４）が、一方の面がサンドブラストされたガラス板であることを特
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徴する、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記観察窓（７、１０７）が、最長波長が通過するのを可能とするように構成されたフ
ィルタ（６、１０６）を備えることを特徴する、請求項１から１１のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項１３】
　前記観察窓（１０７）が複数のフィルタ（１０６、１０６’、１０６’’、１０６’’
’）を備えることを特徴する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記フィルタ（１０６、１０６’、１０６’’、１０６’’’）が、前記フレーム（１
０２）に摺動可能に取り付けられたスライド（１０８）に属していることを特徴する、請
求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記照射手段（３）が、前記担体（４１）の受け入れのための前記所定の位置の全体を
照射するように構成されていることを特徴する、請求項１から１４のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項１６】
　分析対象の前記担体が、微小孔性膜（４１）であることを特徴する、請求項１５に記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微生物の有無を検出するためにそれらの微生物を含むことがある担体の微生
物分析のための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような担体を分析するための１つの方法は、蛍光性又は蛍光体マーカーと称される
ものによってマーキングされた後に、微生物によって発光される蛍光の分析によるそれら
の微生物の存在の検出から構成される。
【０００３】
　これらのマーカーは、微生物に含まれる酵素によってそれらが事前に活性化された場合
にのみ光を発するという特殊性を有する。
【０００４】
　これらのマーカーは、一般に、蛍光体群と、蛍光体群の蛍光発光が現れるのを隠す又は
防止することができる群とを含む。微生物が存在する場合、その酵素の影響は、第１の群
の蛍光が検出されることがあるために、その第２の群を変更することである。
【０００５】
　したがって、図７のスペクトル５３、５４によって図示されているように、そのように
マーキングされた微生物が適切な励起光に晒された場合に、蛍光体群は、頂部５３’が波
長λ２におけるものからなる吸収スペクトル５３を有する光エネルギーを吸収することが
でき、且つ、頂部５４’がλ２とは異なる波長λ３におけるものからなる特有の蛍光発光
スペクトル５４の形式でそのエネルギーを放出することができる。
【０００６】
　そのようなマーカーの存在下で微生物によって発光される蛍光を観察するために、蛍光
により、蛍光体物質によってマーキングされた微生物の存在を検出するために分析対象の
担体を照射するように構成された照射手段と、照射手段によって発光された光に応じて担
体から到来する光を見るための窓とを備える、微生物分析のための（例えばＵＳ２００７
／０１５３３７２等において顕微鏡と一体化された）装置が既に知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０１５３３７２号明細書
【特許文献２】国際公開第２００６／１１９２７７号パンフレット
【特許文献３】国際公開第０２／０６１４０５号パンフレット
【特許文献４】国際公開第２００５／０６４３１８号パンフレット
【特許文献５】欧州特許出願公開第０７５３７３２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来技術の装置に対して、より良好な性能を有し且つより実用的に蛍光を検
出するための装置の提供に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そのために、本発明は、蛍光体物質によってマーキングされた微生物を含むように構成
された担体の微生物分析のための装置であって、蛍光により、上記マーキングされた微生
物の存在を検出するために上記担体を照射するように構成された照射手段と、上記照射手
段によって生み出された励起光に応じて上記担体によって発光された光を見るための窓と
を備え、上記照射手段が、少なくとも１つの上記光源の群にそれぞれが取り付けられた２
つの基部を備え、その群の光源が上記担体を照射するためのアレイを形成するように互い
に規則的に間隔をあけて配置され、上記基部が上記装置のフレームに固定されており、開
口の各側のうちの１つが、上記担体によって発光された光が上記観察窓を通過するのを可
能とするように上記フレームに形成されており、上記基部が、上記装置への上記担体の受
け入れのための所定の位置の方向に互いに向かって傾けられていることを特徴する、装置
を提供する。
【００１０】
　光源によって生み出された励起光が、その光の励起に応じて発光された光の観察を可能
とするように形成された開口の両側から発光されることから、本発明に係る装置の光源が
設けられた２つの基部は、（それが装置に設置された場合に）互いに対して傾けられて分
析対象の担体の方に向けられることにより、照射対象の担体の全面の対称且つ均質な照射
を得るのを可能とする。
【００１１】
　それらの２つの基部のそれぞれに規則的な配列で配置された光源の群が設けられるとい
うことはまた、特に均質なその担体の全面の照射をなすのに寄与する。
【００１２】
　したがって、そのような構成は、肉眼で又は任意の他の像センサで微生物の存在を検出
するのが容易に可能であるように、コントラストを有する均一照射を維持するとともに、
顕微鏡に一体化された従来の装置についてよりも大きいサイズの担体を照射するのを可能
とする。
【００１３】
　最適条件を保ち、開口の中心位置が光源によって生み出された励起光に応じて発光され
た光の観察を可能としながら、特に例えば微小孔性膜を照射することが可能とされる。
【００１４】
　製造及び使用についての簡便さ及び利便性の理由で好ましい特徴によれば：
　上記光源は、それぞれ、所定の波長を中心とする同じ光スペクトルを有し、及び／又は
、
　上記光源は、発光ダイオードである。
【００１５】
　他の好ましい特徴によれば、上記基部のそれぞれは、上記担体の受け入れのための上記
所定の位置に対して４０°から５０°の角度だけ傾けられている。
【００１６】
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　意外にも、担体に対する板の傾きについての値の範囲（４０°－５０°）が、微生物の
検出のための読み取り易さに関して最適な性能を与えた場合であることを証明している。
【００１７】
　より詳細には、この範囲内の値が、（観察窓を介した外部からの光の拡散からの）効果
現象が覆い隠し、（分析対象の担体における光の反射からの）反射現象が最小化するよう
に現れる。
【００１８】
　換言すれば、コントラスト、均質性、及び、輝度の観点から最良の像のレンダリングが
得られるのは、この範囲内の値である。
【００１９】
　さらに他の好ましい特徴によれば、各アレイの中心と上記装置への上記担体の受け入れ
のための上記所定の位置との間の高さは、上記担体と相関的関係にある。
【００２０】
　さらに他の好ましい特徴によれば、上記アレイのそれぞれの中心は、上記担体の受け入
れのための上記所定の位置から３９．７５ｍｍから６９．７５ｍｍの高さに位置付けられ
る。
【００２１】
　特に分析対象の担体について実際に望ましい寸法を前提として、この高さの範囲は、微
生物の容易な検出のための読み取りのためのコントラスト及び容易さに関して良好な性能
を保つとともに、小型の装置を得るのを同時に可能とする良好な妥協案を形成した場合で
あることが証明されている。
【００２２】
　さらに他の好ましい特徴によれば：
　各基部において、指定された第１の群である光源の上記群と、指定された第２の群であ
る光源の他の群とに加え、上記第２の群の上記光源が、また、上記担体を照射するための
第２のアレイを形成するように互いに規則的に間隔をあけて配置されて取り付けられてお
り、
　各基部について、上記第１及び第２のアレイの中心は一致しており、
　上記第１及び第２のアレイは、互いの範囲内で組み合わされており、
　上記照射手段は、各基部について、上記光源によって発光された光のためのディフュー
ザを備え、
　各ディフューザは、一方の面がサンドブラストされたガラス板であり、
　上記観察窓は、最長波長が通過するのを可能とするように構成されたフィルタを備え、
　上記観察窓は、複数のフィルタを備え、
　上記フィルタは、上記フレームに摺動可能に取り付けられたスライドに属し、
　上記照射手段は、上記担体の受け入れのための上記所定の位置の全体を照射するように
構成されており、及び／又は、
　分析対象の上記担体は、微小孔性膜である。
【００２３】
　本発明の特徴及び利点は、添付図面を参照しながら、好ましいが限定されない例として
与えられる以下の記載から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る装置の図である。
【図２】装置における分析対象のフィルタユニットが傍に示された装置の斜視図である。
【図３】装置の下方から取られた斜視図である。
【図４】装置の中央対称面において取られた断面立面図である。
【図５】所定の波長でそれぞれ発光する発光ダイオードの２つの群が固定された、装置の
２つのプリント基板のうちの１つの斜視図である。
【図６】本発明に係る装置の他の実施形態の斜視図である。
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【図７】ｘ軸に沿った波長の普通目盛とｙ軸に沿った相対光強度の普通目盛とを有する本
発明に係る装置の異なる光学部材のスペクトル図と、微生物にマークを付けるために装置
によって使用される蛍光体物質のスペクトル図とを示している。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図７において図示されているスペクトル図を用いて、その動作モードを詳述する前に、
図１から図５を用いて本発明に係る装置の好ましい実施形態が記載される。
【００２６】
　図１から図５において図示されている装置１は、ケーシング２と、２つの照射部材４か
ら形成された照射手段３と、摺動引き出し５と、観察窓７とを備える。
【００２７】
　ケーシングは、平行六面体の全体的な形状からなり、上壁１０と、４つの側壁１１から
１４とを有し、壁１４の一部は、装置の内部を示すために意図的に示されていない。
【００２８】
　観察窓７は、ここでは低域通過フィルタ６（すなわち、それは、最低周波数、したがっ
て最長波長が通過するのを可能とする）によって構成されており、そのフィルタ６を内部
に受け入れるように開口９がケーシング２の上壁１０に形成されている。
【００２９】
　以下に示されるように、壁１０から１４及び３０によって範囲が定められるこのケーシ
ング２の内部は、周囲の光から遮断されて分析対象の担体が受け入れられる分析チャンバ
を形成する。
【００３０】
　分析対象の担体はフィルタユニット４０、ここでは商標Ｍｉｌｌｉｆｌｅｘ（Ｒ）の下
でＭｉｌｌｉｐｏｒｅ社によって市販されているユニットに属する微小孔性膜４１である
。この膜４１は、５５ｍｍの直径を有し、フィルタユニットの本体４２によって取り囲ま
れている。
【００３１】
　ここで使用される膜４１は、セルロースエーテルからなり、ほとんどの場合０．１０ミ
クロンから１００ミクロンにおいてその存在を検出することが望ましい微生物を保持する
のに適している孔サイズを有する。
【００３２】
　引き出し５は、本体３０と、カラー３１と、把持つまみ３２とを有する。
【００３３】
　本体３０において、フィルタユニット４０を受け入れるように設けられた円筒状空洞３
３が形成されている。
【００３４】
　照射手段３は、図３から図５を用いてここで記載される。
【００３５】
　これらの手段３は、２つの別個の照射部材４を備える。
【００３６】
　各部材４は、台形断面からなる取り付け部２０と、ダイオード２２、２３からなる２つ
の群２７、２８が配設されたプリント基板２１と、それらのダイオードを被覆するディフ
ューザ２４と、基板２１の端縁とディフューザ２４の端縁との間における２つの黒い間仕
切り２６とを備える。
【００３７】
　取り付け部２０は、そのケーシングの壁１０上のケーシング２の内部に固定されており
、その一方で、基板２１は、それらの基板が担体４１のための受け入れ領域３３の方向に
互いに向かって傾けられるように、壁１０に対向して配設されたそれらから離隔されてい
る、その傾斜面において取り付け部２０に固定されている。
【００３８】
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　したがって、各取り付け部２０は、壁１０と、ユニット４０が装置のハウジング３３内
にある場合（図１）に膜４１が占有する所定の位置とに対して各板２１が４５°の傾きＡ
（図１）を有するように設けられている。
【００３９】
　基板２１の上側端縁２５は、互いに１００ｍｍに等しい距離を置く一方で、それらの端
縁２５は、壁１０から２３ｍｍ離れている。
【００４０】
　発光ダイオード２２、２３の頂点は、ディフューザ２４から１５ｍｍ離れて配置されて
いる。
【００４１】
　これらのディフューザ２４は、ここでは、一方の面（ダイオードの方に向けられた面）
がサンドブラストされたガラス板から作られている。
【００４２】
　各プリント基板において、図５において図示されているように、ダイオードの第１の群
２７は、１６個のダイオード２２によって構成されて配設されており、同様に、ダイオー
ドの第２の群２８は、４つのダイオード２３によって構成されている。
【００４３】
　ダイオード２２は、互いに規則的に間隔をあけて配置されており、各ダイオード２２が
それらに直近のダイオード２２から１６ｍｍ離れて配置されるように、４つのダイオード
の４つの等距離の列に配設されている。したがって、この群２７は、その所定の位置にお
いてケーシング２内に配設された場合に膜４１を一様に照射するのを可能とするダイオー
ドのアレイを形成しており、そのアレイの中心２９は、その所定の位置から５４．７５ｍ
ｍの高さＨに位置付けられている（図１）。
【００４４】
　ダイオード２３は、ダイオード２２のアレイの中心に組み合わされて正方形の４つの隅
部に分散配置されており、各ダイオード２３は、それらに隣接した２つのダイオード２３
から３２ｍｍ離れて且つその隅部において４つのダイオード２２が配置されている正方形
の中心に配置されている（図５）。このアレイの中心は、ダイオード２２によって構成さ
れるアレイの中心２９と一致する。
【００４５】
　ダイオード２２は、参照記号ＬＸＨＬ－ＰＢ０１の下で商品化され且つ発光スペクトル
５５が図７において図示されているＬＵＭＩＬＥＤ社製のダイオードであり、このガウス
分布形式のスペクトルは、４７０ｎｍの波長λ１において頂部５５’を有し、したがって
、青色に発光する。
【００４６】
　ダイオード２３は、参照記号ＬＸＨＬ－ＰＤ０１の下で商品化された同じ会社製のダイ
オードであり、その発光スペクトルはまた、図面において図示されていないが、ガウス分
布形式からなり、６２５ｎｍの波長において頂部を有し、したがって、赤色に発光する。
【００４７】
　これらのダイオードは、２５％の相対強度値について１４０°の放射立体角と、６０％
の相対強度について９０°の放射立体角とを有する。
【００４８】
　ダイオード２３は、ダイオード２２よりも個数が４倍少ないように、ダイオード２２の
ものよりも略４倍大きい発光強度を有する。
【００４９】
　ダイオード２２、２３のアレイは、光がダイオード２２から到来するかダイオード２３
から到来するかにかかわらず、照射されることになるフィルタユニットにおいてできる限
り最も均質な光を得るように組み合わされている（すなわち、互いの範囲内で入れ子にさ
れている）。
【００５０】
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　ダイオードの各群は、異なる所定のタイプの蛍光体の励起することができるように所定
の波長を中心とする光スペクトルを形成する。
【００５１】
　各基板２１上の導電性トラック、装置用の指令制御ユニットに対して電気的に接続され
る（図示せず）。
【００５２】
　分析対象の試料の準備がここで簡潔に記載される。
【００５３】
　実際の検出ステップの前に、作業者は、ユニット４０の膜４１を介した濾過によって分
析対象の試料（微生物を含むことがある）を収集する。
【００５４】
　一旦微生物が濾過されて膜に保持されると、適切な培養媒体と接触させて微生物を培養
させる任意のステップが含められてもよい。この培養媒体は、好ましくは、濾過後に膜が
置かれるゲル状媒体である。このステップは、任意であるが、最初に濾過された微生物の
それぞれのコロニーが得られるのを可能とし、検出対象の細胞の個数を増加させる。
【００５５】
　膜及びそれが含む微生物は、その後、微生物の壁を浸透性の状態にするための組成物と
接触して設置され、その後、蛍光体マーカーは、検出対象の微生物の内部に入れるために
浸透性の状態とする組成物に組み込まれる。
【００５６】
　ここで、本発明に係る装置に基づいてそのように準備された試料上の微生物の有無の判
定の実施について記載される。
【００５７】
　第１の段階において、引き出し５が引っ張られ、作業者は、その引き出しの空洞３３に
（場合によっては外部汚染から膜を保護するために図示されない透明カバーによって被覆
されてもよい）フィルタユニット４０を設置する。その後、照射されるために膜４１がケ
ーシング２内におけるその所定の位置に配設されるように、カラー３１が壁１３に当接す
るまで引き出し５が押し込まれる。
【００５８】
　微生物にマークを付けるために使用される蛍光体に応じて、作業者は、次に、膜４１の
表面全体を一様に照射してマーキングのために供給された蛍光体を正しい波長において励
起するために、対応するダイオード２２又は２３を（図示された例においてはダイオード
２２を）作動するように（例えば図面において図示されないスイッチを介して）選択する
。
【００５９】
　ディフューザ２４は、基板２１上のダイオードの空間分布と同様に、どのようなダイオ
ードの群が使用されても、膜４１の全面の特に均質な照射を有するのを可能とする。
【００６０】
　基板２１がフィルタ６を受け入れる開口９の各側に配設されるのにともない、肉眼であ
るいはカメラを介して、フィルタ６を介した膜４１の光応答を観察することが可能である
ように、ダイオードからの励起光に応じて発光されたフィルタユニット４０から到来する
光は、図１において図示されているように、そのフィルタを通過する。
【００６１】
　微生物の存在下で得られる光応答が、図７において図示されている異なるスペクトル図
を用いてここで詳細に記載される。
【００６２】
　図７において、スペクトル５５は、ガウス形式からなり、励起光のスペクトル（ここで
は、スペクトルはダイオード２２によって形成される）に対応し、最大光強度値に対応す
る頂部５５’が４７０ｎｍと等しい波長λ１におけるものからなるピークを有する。
【００６３】
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　スペクトル５３、５４は、それぞれ、膜上に存在する微生物にマークを付けるためにこ
こで選択された蛍光体の吸収スペクトル及び発光スペクトルに対応する。
【００６４】
　ここで示される蛍光体は、５－６ＣＦＤＡ（カルボキシフルオレセインジアセテート）
である。
【００６５】
　吸収スペクトル５３は、λ１よりも大きい波長λ２において頂部５３’を有し、発光ス
ペクトル５４は、λ２よりも大きい波長λ３において頂部５４’を有する。
【００６６】
　図示された例において、λ２は４９２ｎｍに等しく、λ３は５１７ｎｍに等しく、λ１

とλ２との間の差異は、ここではλ２とλ３との間の差異より小さい。
【００６７】
　励起波長λ１は、スペクトル５５の頂部５５’がスペクトル５３の頂部５３’に対して
スペクトル５４の反対側にオフセットされるように、λ２より小さくなるように意図的に
選択される。このオフセットは、その光がその励起光に応じて蛍光体によって発光された
光と大幅な寄生性の干渉を引き起こすことなく、蛍光体を励起するために十分なエネルギ
ーを有するように照射手段から光が到来するために選択される。
【００６８】
　スペクトル５６は、観察窓のフィルタ６のものであり、その遮断周波数は、基本的に、
蛍光体によって発光された光を（スペクトル５４）通過させ、且つ、より短い波長におけ
る光、特にユニット４０における反射後にダイオード２２から到来する光を止めるように
選択される（ここでは約５５０ｎｍ）。
【００６９】
　この出力フィルタ（カラーフィルタ）は、十分な光量が一般に明るいシーンを与えてい
るユーザの目に戻るのを可能とするように僅かに選択的であり、したがって、肉眼で観察
するのに適しているコントラスとのレベルを確保するとともに、観察するのに容易である
。
【００７０】
　照射手段３から到来する励起光がフィルタユニット４０の膜４１を照射する場合、蛍光
体によってマーキングされた微生物を有するその膜の各位置は、フィルタ６から肉眼で直
接観察可能な小サイズ（数百ミクロン）の輝点の形式で視認可能な状態となる。
【００７１】
　角度Ａ及び高さＨの値は、肉眼かカメラを介してかにかかわらず、膜４１上の輝点を読
み取るのに最適な状態を形成する。
【００７２】
　これらの値は、制御膜に対して黒色マーク及び蛍光の黄色マークを加え、その角度Ａ及
びその高さＨの異なる値について、黒色マーク上の寄生性の輝度を最小にするとともに蛍
光帯の輝度が最大である配置Ａ、Ｈを求めることによって決定される。
【００７３】
　このように、角度Ａについての範囲（４０°－５０°）が、蛍光マークについての最大
光強度を与え且つ実際に黒色マークについて寄生性の光がなく、したがって読み取り易さ
の観点から最適条件に対応することが意外にも証明された。
【００７４】
　装置を取り付ける際の動きに対して所定の安全マージンを有するように、したがって、
それは、ここで選択された４５°の平均値である。
【００７５】
　高さの値Ｈに関して、これは、照射対象の物体の大きさと相関関係にあり、テストされ
た異なる構成は、５５ｍｍの直径の膜についての且つ４０°から５０°の角度Ａについて
の値の範囲についてのものが示されており、最良の結果は、３９．７５ｍｍから６９．７
５ｍｍの高さの範囲について得られた。同様にここでは、それは、この例において選択さ
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れた５４．７５ｍｍの平均値である。
【００７６】
　装置はまた、高さＨを調整することにより、他の膜試料タイプを照射するように構成さ
れ、一般的に任意の担体は（表面上に又は体積中に）微生物を含むように構成されて蛍光
によってその存在が検出されるのが望ましい。
【００７７】
　この装置の他の実施形態は、図６において示されている。
【００７８】
　一般的に言えば、１００を加えた同じ参照数字が同様の部品について使用される。
【００７９】
　装置１０１は、引き出し５がないことと（フィルタユニット４０は、ここでは例えばテ
ーブルに直接設置されている）、観察窓１０７が、ここでは、ケーシング１０２の壁１１
０に対向して配設された矩形状のスライド１０８と、それぞれがスライド１０８の対応す
る開口内に収容されている４つのフィルタ１０６から１０６’’’とから形成されている
ということを別として、装置１と同じ特徴を有する。
【００８０】
　各光学フィルタは、低域通過フィルタであり、したがって、低周波数（最長波長）が通
過するのを可能とし、その遮断周波数は、他の遮断周波数とは異なる。
【００８１】
　スライド１０８は、４つのフィルタ１０６から１０６’’’のうちの任意の選択された
１つが壁１１０の開口１０９と一致して設置されることができるように、その装置のガイ
ドレール（図示せず）に係合されている。
【００８２】
　したがって、選択された蛍光体及び作動されるダイオードに応じて、４つの使用可能な
フィルタから、（例えば最良のコントラストを得るために）最も適合した遮断周波数を有
する１つを選択することが可能である。
【００８３】
　図示されていない１つの実施形態において、フィルタ６は、その通過帯域が波長λ２を
中心とする低域通過フィルタではなく帯域通過フィルタである。
【００８４】
　図示されていないさらに他の実施形態において、プリント基板２１は、規則的に間隔を
あけて配置されたダイオードの単一群、又は、３つ以上のダイオードの群のいずれかを有
し、ダイオードの各群は、異なる波長によって担体４１を照射するように構成されており
、ダイオードの各群のアレイは、正方形、菱形、三角形等の定型的な形状を有する。
【００８５】
　図示されていないさらに他の実施形態において、ダイオードは、化学発光による光点等
の任意の他のタイプの局部的で且つ単一の光源と置換され、及び／又は、プリント基板は
、ガラス又はセラミック板等の光源を支持することができる任意の他のタイプの基部と置
換される。
【００８６】
　最後に、そのような照射システムはまた、顕微鏡による分析、バイオチップの走査、蛍
光による板の読み取り、サイトメトリー、トランスイルミネーター、ＰＣＲのリアルタイ
ム読み取り等の多くの他の用途のための異なるバージョンにて形成され得るということに
留意されたく、次いで、これらの用途のそれぞれについて、装置の幾何構成は、対象とな
っている用途に特有のバージョンである。基部２１が固定される装置のフレームは、必ず
しも図示されたケーシング２のようなケーシングではなく、例えば顕微鏡の光学系を取り
囲むフープであってもよい。
【００８７】
　本発明は、記載されて示された実施形態に限定されるものではなく、そのいかなる変形
も含む。
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【符号の説明】
【００８８】
　１、１０１　装置
　２、１０２　ケーシング、フレーム
　３　照射手段
　４　照射部材
　５　摺動引き出し
　６、１０６、１０６’、１０６’’、１０６’’’　低域通過フィルタ
　７、１０７　観察窓
　９、１０９　開口
　１０、１１０　上壁
　１１、１２、１３、１４　側壁
　２０　取り付け部
　２１　プリント基板
　２２、２３　ダイオード
　２４　ディフューザ
　２５　上側端縁
　２６　間仕切り
　２７、２８　群
　２９　中心
　３０　本体
　３１　カラー
　３２　把持つまみ
　３３　円筒状空洞、受け入れ領域、ハウジング
　４０　フィルタユニット
　４１　微小孔性膜、担体
　４２　フィルタユニットの本体
　５３、５４、５５、５６　スペクトル
　５３’、５４’、５５’　頂部
　１０８　スライド
　Ａ　角度
　Ｈ　高さ
　λ１、λ２、λ３　波長
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